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告 示 

 

大津市告示第150号  

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定により都市計画

を変更したので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同法第

21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和２年６月30日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 都市計画の種類 地区計画 

２ 都市計画の名称 大津湖南都市計画地区計画 松が丘東地区地区計画 

３ 都市計画を変更した土地の区域 大津市松が丘一丁目、松が丘二丁目、松が丘三丁目、松が丘四丁目の一部

及び松が丘五丁目の一部 

４ 図書の縦覧場所 大津市役所都市計画部都市計画課 

（令和２年６月30日掲示済） 

 

 

大津市告示第164号  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定 

 

 

市 章 
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障害福祉サービス事業者として指定したもののうち、次のものから廃止の届出があった。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 設置者の名称 
主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉サー 

ビ ス の 種 類 

廃 止 

年月日 
事業所番号 

わくわく工房 大津市萱野浦22

番20号パークシ

ョア瀬田１階 

株式会社協働プ

ランニング 

京都市左京区岩

倉花園町260番

地９ 

生活介護 令和２年 

７月31日 

2510101971 

 

 

大津市告示第165号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定

自立支援医療機関として、次のものを指定した。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

名  称 所 在 地 自立支援医療の種類 医療の種類 指定年月日 

スギ薬局大津中央店 大津市打出浜13番27号 育成医療及び更生医療 薬局 令和２年７月１日 

ユタカ薬局大津月輪 大津市月輪三丁目21番

１号 

育成医療及び更生医療 薬局 令和２年７月１日 

 

 

大津市告示第166号  

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したもの及び

指定医療機関のうち変更又は廃止の届出があったものについて、次のとおり告示する。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

医療法人あそうクリニック 大津市京町二丁目１番24号 令和２年５月１日 

たかこレディスクリニック 大津市粟津町３番２－303号 令和２年５月１日 

医療法人たかお泌尿器科クリニック 大津市鳥居川町４番20号石山唐橋クリニッ

クモール２Ｆ 

令和２年５月１日 

スギ薬局大津中央店 大津市打出浜13番27号 令和２年６月１日 

ユタカ薬局大津月輪 大津市月輪三丁目21番１号 令和２年６月１日 

たいら内科・消化器内科クリニック 大津市月輪三丁目33番１号月輪メディカル

モール１Ｆ 

令和２年６月１日 

２ 変更の届出があったもの 

名  称 所 在 地 変更年月日 

（変更前） 

たかこレディスクリニック 

大津市粟津町３番２－303号 

 

令和２年６月17日 

（変更後） 

医療法人たかこレディスクリニック 

 
 

３ 廃止の届出があったもの 
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名  称 所 在 地 廃止年月日 

あそうクリニック 大津市京町二丁目１番24号 令和２年４月30日 

たかこレディスクリニック 大津市粟津町３番２－303号 令和２年４月30日 

たかお泌尿器科クリニック 大津市鳥居川町４番20号石山唐橋クリニ

ックモール２Ｆ 

令和２年４月30日 

 

 

大津市告示第167号  

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定介護機関のうち変更又は休止の届出があ

ったものについて、次のとおり告示する。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

びわこ介護ユアナ

ース株式会社大津

営業所 

（変更前） 

大津市浜大津一丁

目２番４号５階 

びわこ介護ユア

ナース株式会社 

大津市中央一丁目

５番10号 

訪問介護 平成30年 

４月１日 

 （変更後） 

大津市中央一丁目

５番10号 

    

（変更前） 

訪問介護ステーシ

ョンＡ・Ｃ・Ｓ 

（変更前） 

大津市南郷四丁目

22番７号 

合 同 会 社 ア ー

ト・ケア・セレ

クト 

大津市南郷四丁目

22番７号 

訪問介護・介護

予防訪問介護 

令和２年 

５月１日 

（変更後） 

訪問介護ステーシ

ョンＡ・Ｔ・Ｃ 

（変更後） 

大津市里五丁目４

番24号 

    

（変更前） 

訪問看護ステーシ

ョンＡ・Ｃ・Ｓ 

（変更前） 

大津市南郷四丁目

22番７号 

合 同 会 社 ア ー

ト・ケア・セレ

クト 

大津市南郷四丁目

22番７号 

訪問看護・介護

予防訪問看護 

令和２年 

５月１日 

（変更後） 

訪問看護ステーシ

ョンＡ・Ｔ・Ｃ 

（変更後） 

大津市里五丁目４

番24号 

    

２ 休止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

休 止 

年月日 

かすがやまディサ

ービス 

大津市本堅田六丁

目16番８号 

株式会社関西サ

ンガ 

京都市中京区高宮

町206御池ビル６

階 

通所介護 令和元年 

３月31日 

 

 

大津市告示第168号  

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、医療扶助のための施術を担当する施術者とし

て新たに指定したもの及び医療扶助のための施術を担当する施術者のうち辞退の届出があったものについて、次

のとおり告示する。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 
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１ 新たに指定したもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

芝田 博美 芝田鍼灸院 

大津市下阪本六丁目30番１号ラパ下阪本Ａ201 

令和２年５月29日 

西川 祐一 みつば整骨院 

大津市真野六丁目７番１号 

令和２年６月11日 

２ 辞退の届出があったもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
辞退年月日 

長谷川 雄士 むげん整骨院石山駅前 

大津市粟津町４番９号１Ｆ－Ｂ 

令和２年６月19日 

平樂 真人 むげん整骨院大津膳所 

大津市馬場一丁目７番12号ＴＯＫＩＭＥＫＩビル

ＩＣ 

令和２年６月19日 

 

 

大津市告示第169号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機関のうち廃止の届出があ

ったものについて、次のとおり告示する。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

医療法人たかお泌尿器科クリ

ニック 

大津市鳥居川町４番20号石山唐橋クリニックモー

ル２Ｆ 

令和２年５月１日 

スギ薬局大津中央店 大津市打出浜13番27号 令和２年６月１日 

ユタカ薬局大津月輪 大津市月輪三丁目21番１号 令和２年６月１日 

たいら内科・消化器内科クリ

ニック 

大津市月輪三丁目33番１号月輪メディカルモール

１Ｆ 

令和２年６月１日 

２ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

たかこレディスクリニック 大津市粟津町３番２－303号 令和２年４月30日 

たかお泌尿器科クリニック 大津市鳥居川町４番20号石山唐橋クリニックモー

ル２Ｆ 

令和２年４月30日 

 

 

大津市告示第170号  

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）第55条の３の規定により、指定介護機関のうち変更又は休止の届出があったものについて、次のとおり告示

する。 

  令和２年７月15日 
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大津市長  佐  藤  健  司 

１ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

びわこ介護ユアナ

ース株式会社大津

営業所 

（変更前） 

大津市浜大津一丁

目２番４号５階 

びわこ介護ユア

ナース株式会社 

大津市中央一丁目

５番10号 

訪問介護 平成30年 

４月１日 

 （変更後） 

大津市中央一丁目

５番10号 

    

（変更前） 

訪問介護ステーシ

ョンＡ・Ｃ・Ｓ 

（変更前） 

大津市南郷四丁目

22番７号 

合 同 会 社 ア ー

ト・ケア・セレ

クト 

大津市南郷四丁目

22番７号 

訪問介護・介護

予防訪問介護 

令和２年 

５月１日 

（変更後） 

訪問介護ステーシ

ョンＡ・Ｔ・Ｃ 

（変更後） 

大津市里五丁目４

番24号 

    

（変更前） 

訪問看護ステーシ

ョンＡ・Ｃ・Ｓ 

（変更前） 

大津市南郷四丁目

22番７号 

合 同 会 社 ア ー

ト・ケア・セレ

クト 

大津市南郷四丁目

22番７号 

訪問看護・介護

予防訪問看護 

令和２年 

５月１日 

（変更後） 

訪問看護ステーシ

ョンＡ・Ｔ・Ｃ 

（変更後） 

大津市里五丁目４

番24号 

    

２ 休止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

休 止 

年月日 

かすがやまディサ 

ービス 

大津市本堅田六丁 

目16番８号 

株式会社関西サ 

ンガ 

京都市中京区高宮 

町206御池ビル６

階 

通所介護 令和元年 

３月31日 

 

 

大津市告示第171号  

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、医療支援給付のための施術を担当する施術者として新たに指定したもの及び医療

支援給付のための施術を担当する施術者のうち辞退の届出があったものについて、次のとおり告示する。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

芝田 博美 芝田鍼灸院 

大津市下阪本六丁目30番１号ラパ下阪本Ａ201 

令和２年５月29日 

西川 祐一 みつば整骨院 

大津市真野六丁目７番１号 

令和２年６月11日 

２ 辞退の届出があったもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
辞退年月日 
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長谷川 雄士 むげん整骨院石山駅前 

大津市粟津町４番９号１Ｆ－Ｂ 

令和２年６月19日 

 

 

大津市告示第172号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項の指定地域密着型サービス事業者として指定した次の

者から､事業の廃止の届出があった。 
  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 
事業者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

デイサービスてま

り 

大津市大平二丁目

30番５号 

株式会社てまり 

代表取締役 八木 志

津 

地域密着型通所

介護 

2570103578 令和２年 

７月２日 

 

 

大津市告示第173号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として、次の者を指定した。 
  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 
申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

ケアプランセンタ

ー中川 

大津市一里山二丁

目23番20号 

合同会社居宅介護支援事

業所中川 

代表社員 中川 和美 

居宅介護支援 令和２年

７月１日 

2570105318 

 

 

大津市告示第174号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第58条第１項の指定介護予防支援事業者として、次の者を指定した。 
  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

事業所の名称 事業所の所在地 
申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

真野地域包括支援

センター 

大津市真野四丁目

24番38号 

社会福祉法人大津市社会

福祉事業団 

理事長 鷲見 徳彦 

介護予防支援 令和２年

７月１日 

2500100116 

 

 

大津市告示第175号    

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、令和２年６月24日から令和３年３月

31日までの間、大津市手数料条例（平成12年条例第12号）に基づく肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診、胃が

ん検診（胃内視鏡検査）、大腸がん検診及び肺がん結核検診に係る手数料の徴収事務を次のものに委託したので、

同条第２項の規定により告示する。 

  令和２年７月15日 

大津市長  佐  藤  健  司 

医 療 機 関 代表者氏名 所 在 地 

たいら内科・消化器内科クリニック 平良 薫 大津市月輪三丁目33番１号 
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農用地利用集積計画公告 

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めたので、同法第19条の規定に基づき公告する。 

  令和２年７月１日 

           大津市長  佐  藤  健  司 

 「次のように」は省略し、当該農用地利用集積計画書を大津市役所産業観光部農林水産課に備え置いて縦覧に

供する。 

（令和２年７月１日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和２年７月１日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市里一丁目10番24号 

株式会社ニシダホールディン

グス 

代表取締役 西田 成希 

 

開発区域 

大津市里一丁目字谷田212

番１、213番１及び214番 

開発行為に関する工事の区域 

大津市里一丁目字谷田213

番３の一部及び上記地先大

津市普通河川等 

開発区域 

2,814.41㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

    36.25㎡ 

 

令和２年

６月29日 

第1530号 

（令和２年７月１日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和２年７月３日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市穴太一丁目１番18号 

 德永 史 

開発区域 

大津市弥生町字北山田584

番８の一部、585番３の一 

部、同番９の一部及び586

番３の一部並びに同町字南

山田603番１、614番、同番

３の一部及び同番４並びに

上記地先大津市法定外道路

及び普通河川等 

開発行為に関する工事の区域 

大津市弥生町字北山田584

番１の一部、同番２の一部

及び585番９の一部並びに同 

開発区域 

2,616.87㎡ 

開発行為に関する 

工事の区域 

188.97㎡ 

 

令和２年

７月１日 

第1531号 



8 令和２年７月 15 日                 大   津   市   公   報                   第 30 号 

固定資産評価審査委員会規程 

 町字南山田603番８、同番

10の一部及び613番１の一

部並びに上記地先大津市

道、大津市法定外道路及び

普通河川等 

   

（令和２年７月３日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和２年７月８日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市瀬田二丁目２番27号 

田 全弘 

 

大津市瀬田五丁目字杉谷159

番の一部並びに同町字別所  

205番１の一部、206番、同番

１ 、 207 番 １ の 一 部 及 び 

208番１ 

1,319.59㎡ 

 

令和２年

７月６日 

第1532号 

（令和２年７月８日掲示済） 

 

 
 

 

大津市固定資産評価審査委員会規程第１号 

大津市固定資産評価審査委員会の審査に関する規程（平成12年固定資産評価審査委員会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

令和２年７月15日 

大津市固定資産評価審査委員会 

委員長  小  川    聡 

 第10条第５項中「かえて」を「代えて」に改め、同条第９項中「大津市議会傍聴人規則（昭和42年議会規則第

１号）」を「大津市議会傍聴条例（平成26年条例第２号）」に改める。 

附 則 

 この規程は、令和２年７月15日から施行する。 
 

 


